
５
－
１
　
秦
野
市
の
騒
音
に
係
る
規
制
基
準

午
前
6時

か
ら

午
前
8時

午
前
8
時
か
ら

午
後
6
時

午
後
6
時
か
ら

午
後
1
1
時

午
後
1
1
時
か
ら

午
前
6
時

朝
昼

夕
方

夜

騒
音
規
制
法

（
第
１
種
地
域
）

45
デ
シ
ベ
ル
以
下

50
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
条
例

45
デ
シ
ベ
ル
以
下

50
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

騒
音
規
制
法

（
第
２
種
地
域
）

50
デ
シ
ベ
ル
以
下

55
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
条
例

50
デ
シ
ベ
ル
以
下

55
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

4
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

騒
音
規
制
法

（
第
３
種
地
域
）

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
条
例

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

騒
音
規
制
法

（
第
４
種
地
域
）

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

70
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
条
例

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

70
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

騒
音
規
制
法

（
無
指
定
）

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
条
例

75
デ
シ
ベ
ル
以
下

75
デ
シ
ベ
ル
以
下

7
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

工
業
専
用
地
域

工
業
地
域

※
工
業
専
用
地
域
で
は
「
騒
音
規
制
法
」
の
規
制
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
「
神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
」
の
規
制
基
準
値
は
適
用
さ
れ
る
。

※
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
及
び
規
制
基
準
の
指
定
は
、
「
平
成
24
年
4月

1日
秦
野
市
告
示
31
号
」
に
よ
る
。

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

そ
の
他
の
地
域
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近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
工
業
地
域

秦
野
市
が
指
定
す
る
用
途
地
域

適
用
法
令

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域



５
－
２
　
秦
野
市
の
振
動
に
係
る
規
制
基
準

午
前
8
時
か
ら
午
後
7
時

午
後
7
時
か
ら
午
前
8
時

朝
・
昼

夕
・
夜

振
動
規
制
法

（
第
１
種
区
域
の
Ⅰ
）

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

振
動
規
制
法

（
第
１
種
区
域
の
Ⅱ
）

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

振
動
規
制
法

（
第
２
種
区
域
の
Ⅰ
）

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

振
動
規
制
法

（
第
２
種
区
域
の
Ⅱ
）

7
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例

7
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

振
動
規
制
法

（
無
指
定
）

神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例

7
0
デ
シ
ベ
ル
以
下

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

※
振
動
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
及
び
規
制
基
準
の
指
定
は
、
「
平
成
24
年
4月

1日
秦
野
市
告
示
33
号
」
に
よ
る
。
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秦
野
市
が
指
定
す
る
用
途
地
域

適
用
法
令

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

そ
の
他
の
地
域

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
工
業
地
域

工
業
地
域

工
業
専
用
地
域

※
工
業
専
用
地
域
で
は
「
振
動
規
制
法
」
の
規
制
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
「
神
奈
川
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
」
の
規
制
基
準
値
は
適
用
さ
れ

ま
す
。



５
－
３
　
秦
野
市
の
騒
音
に
係
る
環
境
基
準

昼
間
（
6時

か
ら
22
時
）

夜
間
（
22
時
か
ら
6時

）

AA
（
特
に
静
穏
を
要
す
る
地
域
）

一
般
地
域
（
道
路
に
面
す
る
地
域
以
外
）

55
デ
シ
ベ
ル
以
下

45
デ
シ
ベ
ル
以
下

２
車
線
以
上
の
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
地
域

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

55
デ
シ
ベ
ル
以
下

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
空
間

70
デ
シ
ベ
ル
以
下

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
般
地
域
（
道
路
に
面
す
る
地
域
以
外
）

55
デ
シ
ベ
ル
以
下

45
デ
シ
ベ
ル
以
下

２
車
線
以
上
の
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
地
域

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
空
間

70
デ
シ
ベ
ル
以
下

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
般
地
域
（
道
路
に
面
す
る
地
域
以
外
）

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

50
デ
シ
ベ
ル
以
下

車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
地
域

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

60
デ
シ
ベ
ル
以
下

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
空
間

70
デ
シ
ベ
ル
以
下

65
デ
シ
ベ
ル
以
下

環
境
基
準
が
な
い
地
域

工
業
専
用
地
域

※
「
道
路
に
面
す
る
地
域
と
は
、
自
動
車
の
運
行
に
伴
う
騒
音
が
支
配
的
な
音
源
で
あ
る
地
域
を
い
う
。

　
（
２
）
（
１
）
に
掲
げ
る
道
路
を
除
く
ほ
か
、
道
路
運
送
法
第
2第

8項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
道
で
あ
っ
て
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
7条

第
1項

第
1号

に
定
め
る
自
動
車
専
用
道
路
。

※
「
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
空
間
」
と
は
、
次
の
車
線
数
の
区
分
に
応
じ
道
路
端
か
ら
の
距
離
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
範
囲
を
い
う
。

　
（
１
）
２
車
線
以
下
の
車
線
を
有
す
る
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
　
１
５
メ
ー
ト
ル

　
（
２
）
２
車
線
を
超
え
る
車
線
を
有
す
る
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
　
２
０
メ
ー
ト
ル
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時
間
及
び
基
準
値

A
（
専
ら
住
居
の
用
に
供
さ
れ
る
地
域
）

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

地
域
の
区
分

B
（
主
と
し
て
住
居
の
用
に
供
さ
れ
る
地
域
）

C
（
相
当
数
の
住
居
と
併
せ
て
商
業
、
工
業
等

の
用
に
供
さ
れ
る
地
域
）

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
工
業
地
域

工
業
地
域

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

そ
の
他
の
地
域

地
域
類
型

秦
野
市
が
指
定
す
る
用
途
地
域

※
こ
の
環
境
基
準
は
、
航
空
機
騒
音
、
鉄
道
騒
音
及
び
建
設
作
業
騒
音
に
は
適
用
し
な
い
。

※
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
は
、
「
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
10
年
9月

30
日
環
境
庁
告
示
第
64
号
（
改
正
：
平
成
24
年
3月

30
日
環
境
庁
告
示
第
54
号
）
」
に
よ
る
。

※
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指
定
は
、
「
平
成
24
年
4月

1日
秦
野
市
告
示
30
号
」
に
よ
る
。

　
（
１
）
道
路
法
第
3条

に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
（
市
町
村
道
に
あ
っ
て
は
4車

線
以
上
の
区
間
に
限
る
。
）

※
「
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
を
い
う
。

※
「
車
線
」
と
は
、
一
縦
列
の
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）
が
安
全
か
つ
円
滑
に
走
行
す
る
た
め
に
必
要
な
幅
員
を
有
す
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。



５
－
４
　
秦
野
市
の
自
動
車
騒
音
に
係
る
要
請
限
度

昼
間
（
6時

か
ら
22
時
）

夜
間
（
22
時
か
ら
6時

）

１
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

65
デ
シ
ベ
ル

55
デ
シ
ベ
ル

２
車
線
以
上
の
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

70
デ
シ
ベ
ル

65
デ
シ
ベ
ル

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
区
域

75
デ
シ
ベ
ル

70
デ
シ
ベ
ル

１
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

65
デ
シ
ベ
ル

55
デ
シ
ベ
ル

２
車
線
以
上
の
車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

75
デ
シ
ベ
ル

70
デ
シ
ベ
ル

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
区
域

75
デ
シ
ベ
ル

70
デ
シ
ベ
ル

車
線
を
有
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

75
デ
シ
ベ
ル

70
デ
シ
ベ
ル

幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
区
域

75
デ
シ
ベ
ル

70
デ
シ
ベ
ル

要
請
限
度
が
な
い
地
域

工
業
専
用
地
域

※
「
車
線
」
と
は
、
１
縦
列
の
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）
が
安
全
か
つ
円
滑
に
走
行
す
る
た
め
に
必
要
な
幅
員
を
有
す
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

　
（
２
）
（
１
）
に
掲
げ
る
道
路
を
除
く
ほ
か
、
道
路
運
送
法
第
2第

8項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
道
で
あ
っ
て
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
7条

第
1項

第
1号

に
定
め
る
自
動
車
専
用
道
路
。
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地
域
類
型

秦
野
市
が
指
定
す
る
用
途
地
域

区
域
の
区
分

時
間
及
び
要
請
限
度

a区
域

（
専
ら
住
居
の
用
に
供
さ
れ

る
区
域
）

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

環
境
省
令
に
基
づ
き
秦
野

市
が
定
め
る
区
域
区
分

第
１
種
区
域

ｂ
区
域

（
主
と
し
て
住
居
の
用
に
供

さ
れ
る
地
域
）

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

そ
の
他
の
地
域

c区
域

（
相
当
数
の
住
居
と
併
せ
て

商
業
、
工
業
等
の
用
に
供
さ

れ
る
地
域
）

※
「
要
請
限
度
」
と
は
、
自
動
車
騒
音
が
そ
の
限
度
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
の
周
辺
の
生
活
環
境
が
著
し
く
損
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
市
町
村
長
が
県
公
安
委
員
会
に
道
路
交

通
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
執
る
よ
う
要
請
す
る
際
の
限
度
を
い
う
。

第
２
種
区
域

※
「
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
に
近
接
す
る
区
域
」
と
は
、
次
の
車
線
数
の
区
分
に
応
じ
道
路
の
敷
地
の
境
界
線
か
ら
の
距
離
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
範
囲
を
い
う
。

　
　
第
３
種
区
域

　
　
（
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
）

　
　
第
４
種
区
域

　
　
（
工
業
地
域
）

　
（
１
）
２
車
線
以
下
の
車
線
を
有
す
る
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
　
１
５
メ
ー
ト
ル

　
（
２
）
２
車
線
を
超
え
る
車
線
を
有
す
る
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
　
２
０
メ
ー
ト
ル

※
「
要
請
限
度
」
は
、
「
騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
（
平
成
12
年
総
理
府
令
第
15
号
）
」
に
よ
る
。

※
「
幹
線
交
通
を
担
う
道
路
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
を
い
う
。

　
（
１
）
道
路
法
第
3条

に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
（
市
町
村
道
に
あ
っ
て
は
4車

線
以
上
の
区
間
に
限
る
。
）

※
騒
音
に
係
る
要
請
限
度
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指
定
は
、
「
平
成
24
年
4月

1日
秦
野
市
告
示
31
号
及
び
37
号
」
に
よ
る
。



５
－
５
　
秦
野
市
の
道
路
交
通
振
動
に
係
る
要
請
限
度

昼
間
（
8時

か
ら
19
時
）

夜
間
（
19
時
か
ら
8時

）

第
１
種
区
域
の
Ⅰ

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
１
種
区
域
の
Ⅱ

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

そ
の
他
の
地
域

第
２
種
区
域
の
Ⅰ

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
工
業
地
域

第
２
種
区
域
の
Ⅱ

工
業
地
域

要
請
限
度
が
な
い
地
域

工
業
専
用
地
域
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※
振
動
に
係
る
要
請
限
度
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指
定
は
、
「
平
成
24
年
4月

1日
秦
野
市
告
示
33
号
及
び
35
号
」
に
よ
る
。

※
「
要
請
限
度
」
と
は
、
道
路
交
通
振
動
が
そ
の
限
度
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
の
周
辺
の
生
活
環
境
が
著
し
く
損
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
市
町
村
長
が
道
路
管
理
者
に
振
動

防
止
の
た
め
の
舗
装
、
維
持
又
は
修
繕
の
措
置
を
要
請
し
、
又
は
県
公
安
委
員
会
に
道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
執
る
よ
う
要
請
す
る
際
の
限
度
を
い
う
。

※
「
要
請
限
度
」
は
、
「
振
動
規
制
法
第
16
条
第
1項

、
同
法
施
行
規
則
第
12
条
及
び
別
表
第
2」

に
よ
る
。

区
域
区
分

振
動
規
制
法
施
行
規
則
に
基
づ
き
秦
野
市

が
定
め
る
区
域
区
分

秦
野
市
が
指
定
す
る
用
途
地
域

時
間
及
び
要
請
限
度

第
１
種
区
域

（
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
特

に
静
穏
の
保
持
を
必
要
と
す
る
区
域
及
び
住
居

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
た
め
、
静
穏
の
保
持
を

必
要
と
す
る
区
域
）

65
デ
シ
ベ
ル

60
デ
シ
ベ
ル

第
２
種
区
域

（
住
居
の
用
に
併
せ
て
商
業
、
工
業
等
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
区
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
内

の
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
振
動

の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
及
び
主

と
し
て
工
業
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
区
域
で

あ
つ
て
、
そ
の
区
域
内
の
住
民
の
生
活
環
境
を

悪
化
さ
せ
な
い
た
め
、
著
し
い
振
動
の
発
生
を

防
止
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
）

70
デ
シ
ベ
ル

65
デ
シ
ベ
ル



１
　
評
価
区
間
全
体
に
つ
い
て

評
価
区
間

の
延
長

評
価
対
象

住
居
戸
数

N
o

道
路

種
別

路
線

番
号

路
線
名

（
㎞
）

（
戸
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

①
6

6
1
2

上
粕
屋
南
金
目
線

伊
勢
原
市
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
平
塚
市
境

6
9
8
2
0

6
9
8
3
0

1
.
7

8
4
0

8
4
0

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

②
6

7
0
1

大
山
秦
野
線

秦
野
市
小
蓑
毛
23
5付

近
秦
野
市
寺
山
78
6付

近
7
0
4
2
0

7
0
4
4
0

1
.
0

3
9

3
9

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

③
6

7
1
0

神
縄
神
山
線

松
田
町
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
松
田
町
境

7
2
0
3
0

0
.
7

2
2

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

④
6

6
1
3

曽
屋
鶴
巻
線

秦
野
市
下
大
槻
74
7-
1付

近
秦
野
市
鶴
巻
南
1
丁
目
7
付
近

7
0
0
1
0

4
.
1

2
1
0
5

2
1
0
5
1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

※
道
路
種
別
　
6
:
一
般
県
道

※
調
査
単
位
区
間
番
号
は
、
令
和
3
年
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
番
号
を
示
す
。

※
区
間
延
長
は
、
面
的
評
価
支
援
シ
ス
テ
ム
の
集
計
に
よ
る
。

※
面
的
評
価
の
対
象
は
、
評
価
区
間
の
評
価
範
囲
（
道
路
端
か
ら
５
０
ｍ
の
範
囲
）
内
に
お
け
る
保
全
す
べ
き
住
居
等
。

２
　
評
価
区
間
の
う
ち
近
接
空
間
に
つ
い
て

評
価
区
間

の
延
長

住
居

戸
数

N
o

道
路

種
別

路
線

番
号

路
線
名

（
㎞
）

（
戸
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

①
6

6
1
2

上
粕
屋
南
金
目
線

伊
勢
原
市
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
平
塚
市
境

6
9
8
2
0

6
9
8
3
0

1
.
7

3
1
9

3
1
9

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

②
6

7
0
1

大
山
秦
野
線

秦
野
市
小
蓑
毛
23
5付

近
秦
野
市
寺
山
78
6付

近
7
0
4
2
0

7
0
4
4
0

1
.
0

2
0

2
0

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

③
6

7
1
0

神
縄
神
山
線

松
田
町
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
松
田
町
境

7
2
0
3
0

0
.
7

2
2

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

④
6

6
1
3

曽
屋
鶴
巻
線

秦
野
市
下
大
槻
74
7-
1付

近
秦
野
市
鶴
巻
南
1
丁
目
7
付
近

7
0
0
1
0

4
.
1

9
1
8

9
1
8

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

３
　
評
価
区
間
の
う
ち
非
近
接
空
間
に
つ
い
て

評
価
区
間

の
延
長

住
居

戸
数

N
o

道
路

種
別

路
線

番
号

路
線
名

（
㎞
）

（
戸
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

（
戸
）

（
％
）

①
6

6
1
2

上
粕
屋
南
金
目
線

伊
勢
原
市
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
平
塚
市
境

6
9
8
2
0

6
9
8
3
0

1
.
7

5
2
1

5
2
1

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

②
6

7
0
1

大
山
秦
野
線

秦
野
市
小
蓑
毛
23
5付

近
秦
野
市
寺
山
78
6付

近
7
0
4
2
0

7
0
4
4
0

1
.
0

1
9

1
9

1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

③
6

7
1
0

神
縄
神
山
線

松
田
町
・
秦
野
市
境

秦
野
市
・
松
田
町
境

7
2
0
3
0

0
.
7

0
0

0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

④
6

6
1
3

曽
屋
鶴
巻
線

秦
野
市
下
大
槻
74
7-
1付

近
秦
野
市
鶴
巻
南
1
丁
目
7
付
近

7
0
0
1
0

4
.
1

1
1
8
7

1
1
8
7
1
0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

※
非
近
接
空
間
と
は
、
評
価
範
囲
の
う
ち
、
近
接
空
間
以
外
の
範
囲
を
い
う
。
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調
査
単
位

区
間
番
号

調
査
単
位

区
間
番
号

調
査
単
位

区
間
番
号

路
　
線

路
　
線

路
　
線

昼
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下

※
近
接
空
間
と
は
、
評
価
範
囲
の
う
ち
、
２
車
線
以
下
の
車
線
を
有
す
る
道
路
で
は
道
路
端
か
ら
１
５
ｍ
ま
で
の
範
囲
、
２
車
線
を
超
え
る
車
線
を
有
す
る
道
路
で
は
道
路
端
か
ら
２
０
ｍ
ま
で
の
範

囲
を
い
う
。

昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
超
過

夜
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下

昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
超
過

５
－

６
 
令

和
６

年
度

　
自

動
車

騒
音

常
時

監
視

結
果

評
価
区
間
の
始
点

の
住
所

評
価
区
間
の
終
点

の
住
所

昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
以
下
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昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
超
過

評
価
区
間
の
始
点

の
住
所

評
価
区
間
の
終
点

の
住
所

評
価
区
間
の
始
点

の
住
所

昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
以
下

昼
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下

評
価
区
間
の
終
点

の
住
所

昼
間
・
夜
間
と
も

環
境
基
準
値
以
下

昼
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下

夜
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下

夜
間
の
み

環
境
基
準
値
以
下
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５
－
７

 
令
和
６
年
度

 
自
動
車
騒
音
常
時
監
視
調
査
地
点
 

          
 

   
 

 

 

凡
 
例
 

 
起
点
 
 
終
点
 

評
価
区
間

 
Ｎ
ｏ

. 
 
 
  
 １

 
 

 6
98
20
 

路
線
名
 

 
 

  
 上

糟
谷
南
金
目
線
 

調
査
地
点

 

 

 

 

2
 

3 

4
 

 

2
 

1
 

6
9
8
20

上
粕
屋
南
金
目
線

 

6
9
8
30

上
粕
屋
南
金
目
線

 

7
0
4
20

大
山
秦
野
線

 

7
0
4
40

大
山
秦
野
線

 

7
2
0
30

神
縄
神
山
線

 

7
0
0
10

曽
屋
鶴
巻
線

 


